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喧

論l

在
満
朝
鮮
人
の
現
蹴
ミ
其
の
救
済
策

末

慶

重

ま住

去
る
大
正
八
年
粛
藤
朝
鮮
総
督
赴
任
以
来
、
内
鮮
人
の
一
税
同
仁
差
別
撤
康
、
憲
兵
制
度
の
廃
止
、
言
論
の
白

由
を
標
梼

L
・
寺
内
網
督
時
代
の
武
断
政
策
を
棄
て
、
文
化
政
策
を
採
る
や
う
に
な
っ
た
Z
云
は
る
、
け
れ

E

も
、
貫
際
行
ふ
ご
こ
ろ
は
、
根
本
に
於
て
寺
内
細
管
時
代
吉
太
し
て
異
な
る
ご
こ
ろ
が
な
い
。

一
規
同
れ
差
別
撤

履
は
不
徹
底
で
ゐ

h
、
憲
央
制
度
は
底
止
に
な
っ
た
け
れ
H

と
も
峻
巌
な
る
警
察
制
度
が
之
に
代
は

h
、
言
論
の
自

自
は
有
名
無
質
で
あ
る
か
ら
(
現
放
の
下
に
於
て
は
巳
む
を
得
な
い
こ
宇
も
あ
ら
う
げ
れ
Y
」
も
)
、
組
替
政
治
に
封

す
る
朝
鮮
人
の
不
平
不
満
は
依
然

Z
L
τ
緩
和
吉
れ
凶
ゃ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
現
肢
の
ま
、
に
進
み
行
か
ば
朝

鮮
の
形
勢
は
年
を
迫
ふ

τ悪
化
し
、
内
鮮
人
融
和
が
往
々
困
難
ご
な
る
虞
が
あ
る
。
ぞ
れ
に
は
碍
牟
源
因
が
あ
る

時

論

在
浦
朝
鮮
人
り
現
扶
と
其
白
救
済
策

第
十
九
巻

(
第
六
腕

七
一
)

八
穴
三



時

諭

在
荷
朝
蝉
人
の
現
献
と
其
D
救
済
策

第
十
九
巻

(
第
六
焼

b 

) 

入
六
回

が
、
其
一
は
朝
鮮
に
高
等
遊
民
の
激
増
す
る
ニ
ご
で
あ
る
。

開
〈
ご
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
最
近
印
度
に
於
て
高
等
教
育
を
受
〈
る
者
は
年
々
増
加
す
る
け
れ
V
」
も
、
卒
業
後
就

職
の
出
来
る
者
は
甚
だ
少
な
レ
。
官
界
の
み
な
ら
争
、
貸
業
界
に
於

τも
地
位
を
得
る
ニ
さ
は
中
々
困
難
で
あ

り
、
幸
に
就
職
し
て
も
英
間
人
に
比
4

て
薄
給
で
あ
る
の
に
、
彼
等
の
生
活
費
は
印
度
に
於
げ
る
生
活
の
向
上
ご

物
債
の
騰
貴
に
伴
ふ
て
増
加
し
た
が
ら
、
多
数
者
は
激
し
き
生
活
難
に
襲
は
れ
て
、
其
の
結
果
英
国
に
岨
劃
し
て
怨

挫
の
識
を
殺
し
、
共
の
支
配
を
況
阻
す
る
こ
ご
に
な
る
の
で
あ
る
。
印
度
に
於
て
椀
延
革
命
運
動
が
嫌
慮
で
あ

h
J
、
謂
は
ゆ
る
印
度
の
不
安
が
深
甚
Z
な
る
根
本
源
因
の
一
は
賞
に
此
に
在
る
ご
云
は
る
、
。
域
及
に
於
て
も
、

一
入
人
二
年
以
後
英
閣
の
保
護
の
下
に
政
治
は
大
に
改
善
せ
ら
れ
、
挨
及
人
の
物
質
的
幸
鵡
は
往
昔
に
比
べ
て
頗

る
増
進
せ
る
に
も
拘
は
ら
十
、
英
図
人
が
波
及
の
官
界
や
質
業
界
に
於
て
重
要
な
る
地
位
を
濁
占
す
る
に
よ
っ
て

生
じ
た
る
知
識
階
級
の
不
備
は
、
爆
脅
し
て
英
国
の
保
護
政
治
打
破
の
叫
ぴ
ご
な
つ
化
。
此
等
知
識
あ
る
遊
民
の

指
導
、
煽
動
の
下
に
、
濁
立
運
動
が
燦
原
の
火
の
如
〈
績
が
り
、
最
近
英
国
を
し
て
挨
及
の
猫
立
を
承
認
す
る
の

徐
儀
な
き
に
至
ら
し
め
た
。

朝
鮮
に
於
て
も
印
度
又
は
挨
及
に
於
け
る
ご
同
様
、
上
越
の
如
〈
我
闘
の
統
治
に
封
し
て
種
々
一
小
平
不
満
あ
る

を
苑
れ
な
い
が
、
其
上
に
朝
鮮
又
は
内
地
の
皐
校
は
、
年
々
歳
々
、
朝
鮮
人
に
し
て
新
激
育
を
受
り
た
る
者
を
枇

曾
仁
産
出
し
、
そ
し
て
英
の
多
数
に
劃
し
て
は
就
職
の
門
戸
が
閉
鎖
き
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
彼
等
の
胸
中
の
不
平
は



不
穏
な
る
気
勢
を
腫
醸
し
、
過
激
な
る
陰
謀
を
生
み
出
す
の
で
ゐ
る
。
朝
鮮
に
濁
立
運
動
の
起
っ
た
の
は
米
駒
大

統
領
ク
イ

w
y
y
等
の
唱
道
し
た
る
民
放
自
決
主
義
に
戚
染
肢
惑
し
た
の
み
で
は
な
〈
、
貫
生
活
に
於
t
所
を
得

5
る
が
錫
め
に
生
中
る
不
平
に
刺
激
せ
ら
る
、
ご
こ
ろ
が
砂
〈
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
内
鮮
人
融
和
の
た
め
に
は

抜
本
塞
源
の
方
策
を
詩
守
ね
ば
な
ら
向
。
姑
息
な
る
政
策
を
以
て
一
時
を
糊
塗
す
る
の
不
可
な
る
こ
ご
は
、
般
鑑

速
か
ら
中
印
度
及
び
竣
及
に
在
る
の
で
あ
る
。

一
千
七
百
高
の
朝
鮮
人
に
罰
す
る
統
治
が
共
道
を
得
る
Z
否
ご
は
、
賞
に
我
図
の
盛
衰
存
巴
に
及
ぼ
す
ご
こ
ろ

大
な
る
も
の
が
あ
る
が
、
真
に
在
満
八
十
高
の
朝
鮮
人
に
艶
す
る
政
策
は
、

之
ご
関
聯
し
て
忽
略
に
附
す
。
へ
か
ら

F
る
重
大
問
題
で
あ
る
o

此
等
の
朝
鮮
人
は
、
或
は
生
活
難
の
矯
め
朝
鮮
以
外
に
幸
一
瑚
な
る
新
天
地
を
求
め
ん
ご

し
、
或
は
総
督
政
治
仁
不
満
な
る
の
故
を
以
て
某
の
支
配
よ
b
兎
れ
ん
ご

L
、
或
は
葉
他
積
々
な
る
動
機
に
促
が

百
れ
て
朝
鮮
を
去
っ
て
満
州
に
移
住
し
た
の
で
あ
る
が
、
此
等
の
多
〈
は
農
業
殊
に
小
作
人
ご
し
て
水
田
耕
作
に

従
事
し
て
平
和
な
る
生
活
を
傍
み
、
朝
鮮
濁
立
ご
か
民
族
自
決
正
か
は
会
〈
眠
中
に
な
い
良
民
で
あ
る
。
け
れ
ど

も
、
若
L
彼
等
の
生
活
扶
態
に

L
て
安
定
を
得
な
け
れ
ば
、
遂
に
は
自
暴
自
棄
の
依
り
不
良
朝
鮮
人
の
仲
間
入
b

を
な
し
、
或
者
は
朝
鮮
内
の
同
志
の
徒
古
提
携
し
て
濁
立
運
動
を
潟

L
、
総
督
政
治
に
劃
す
る
脅
威
ご
な
る
で
あ

ら
う
。
朝
鮮
治
安
の
維
持
の
た
め
に
は
、
在
浦
入
十
高
人
の
朝
鮮
人
に
生
活
の
安
定
を
奥
ふ
る
二
ご
が
喫
臨
知
事
ご

時

論

農
精
朝
鮮
人
目
現
献
・
と
其
田
救
済
策

第
+
丸
巷

{
第
式
競

七
三
)

λ
大
王



時

論

在
満
朝
鮮
人
目
現
献
ξ
其
白
救
済
策

第
十
九
巻

(
第
六
統

七
四
}

八
大
大

な
る
の
で
あ
る
。

是
に
於
て
滞
鮮
の
日
本
官
民
間
に
在
満
朝
鮮
人
の
保
護
が
屡
次
問
題
Z
な
り
、
彼
等
に
生
活
の
安
定
を
奥
ふ
る

に
は
、
第
一
仁
生
命
財
産
の
保
護
の
矯
め
警
察
力
を
増
加
す
る
ζ

吉
、
第
二
に
瓶
刺
常
準
の
矯
め
に
金
融
致
育
救

療
の
施
設
を
完
備
す
る
こ
古
の
必
要
な
る
こ
Z
を
カ
設
す
る
者
が
少
〈
な
い
け
れ
ど
も
、
其
の
賀
行
は
中
身
容
易

で
な
い
。
現
在
の
ご
こ
ろ
で
は
、
在
満
朝
鮮
人
を
保
譲
し
、
其
の
生
活
の
後
展
向
上
を
助
長
す
る
施
設
の
頗
る
不

完
全
で
あ
る
こ
芭
は
何
人
も
之
を
認
め
、
大
に
遺
城
芭
す
る
ご
ζ

ろ
で
あ
る
。

先
づ
在
満
朝
鮮
人
の
生
命
財
ー
産
の
保
護
に
就
て
考
ふ
る
に
、
支
那
官
憲
の
勢
力
は
極
め
て
微
弱
で
あ
っ
て
、
満

州
名
物
の
馬
賊
を
討
伐
し
之
を
剃
滅
す
る
が
如
き
は
、
到
底
彼
等
に
理
一
ひ
を
得
な
い
。
夏
に
又
岡
地
方
の
不
良
朝

鮮
人
は
酒
食
ゆ
資
を
得
ん
が
矯
め
に
、
名
を
濁
立
運
動
に
蒋
り
て
1

1
質
際
組
闘
の
濁
立
回
復
の
矯
め
に
奮
闘
す

る
愛
国
者
も
あ
る
が
、
此
種
の
者
は
寧
ろ
少
数
で
あ
る
さ
う
で
あ
る
1
|
朝
鮮
人
に
封
し
軍
資
糧
食
を
強
要
L
、

之
に
藤
守
ぎ
る
ご
き
は
、
掠
奪
破
壊
を
逗
ム
し
、
時
間
忍
な
る
行
錯
を
敢

τす
る
が
、
此
の
危
害
に
劃
し
て
朝
鮮
人

を
保
護
す
る
戚
カ
を
有
た
な
い

ωで
あ
る
。
然
ら
宇
芭
す
る
も
、
不
良
朝
鮮
人
は
賄
賂
並
に
其
他
の
方
法
に
よ
っ

て
支
那
官
憲
の
歓
心
を
得
る
に
労
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
支
那
官
憲
が
朝
鮮
濁
立
運
動
に
同
情
す
る
か
ら
で
も
ゐ

る
が
、
濁
立
黛
砂
名
乗
る
不
良
朝
鮮
人
を
不
問
に
附
す
る
傾
向
が
な
い
で
も
な
い
。
従
っ
て
不
良
朝
鮮
人
は
服
屋

跳
梁
を
相
場
ふ

L
、
朝
鮮
人
の
生
命
財
産
の
安
全
が
な
い
か
ら
、
我
が
官
憲
の
保
護
を
望
む
こ
ご
切
な
る
も
の
が
ゐ



る。
関
東
州
R
A
ぴ
満
銭
附
属
地
に
於
て
は
我
が
守
備
隊
も
ゐ
り
、
警
察
官
も
あ
っ
て
、
朝
鮮
人
の
保
護
は
内
地
人
同

様
十
分
に
行
届
〈
げ
れ
戸
」
も
、
其
れ
以
外
の
満
州
に
在
る
我
が
警
察
官
は
、
警
鵡
以
下
巡
補
に
至
る
ま
で
を
合
し

て
僅
ケ
七
百
有
品
開
人
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
微
力
な
る
警
察
力
に
劃
し
て
、
南
北
満
州
の
瞭
野
に
散
在
す

る
入
十
高
の
朝
鮮
人
の
保
護
を
望
む
こ
ご
は
、
請
は
ゆ
る
出
来
な
い
相
談
で
ゐ
る
ご
云
は
ね
ば
な
ら
臥
。
き
り
Z

て
、
完
全
な
る
保
護
を
行
ふ
に
必
要
な
る
.
た
り
の
警
察
官
を
探
遣
す
る
こ
芭
は
我
が
財
政
の
到
底
許
き
い
γ

る
ご
こ

ろ
で
あ
ら
う
。

そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
我
が
警
察
官
を
満
州
の
奥
地
に
減
遣
す
る
こ
芭
は
支
那
人
が
岡
権
侵
害
E
じ
て
反
掛
す

る
ぜ
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
グ
エ
ル
サ
イ
ユ
講
和
曾
議
に
於
て
は
、
支
那
益
擁
は
在
支
列
国
駐
屯
軍
ピ
共
に
我
が
在
満

警
察
官
の
撤
退
を
、
闘
機
回
復
に
闘
す
る
園
民
的
希
望
の
一
に
敷
~
た
の
で
あ
っ
た
。
華
府
曾
議
に
於
て
も
、
支

那
の
明
白
な
る
承
諾
な
(
し
て
岡
閥
領
土
内
に
あ
る
外
閤
警
察
官
の
撤
退
を
再
び
問
題
Z
し
た
や
う
な
次
第
で
あ

る
か
ら
、
我
が
在
満
警
察
官
の
数
h
T
今
日
以
上
に
増
加
す
る
こ
芭
は
、

円
支
親
善
を
重
ん
や
る
限
h
、
不
可
能
事

に
属
す
る
ご
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

次
に
金
融
教
育
救
療
の
施
設
を
普
及
完
備
す
る
こ
さ
に
就
い

τは
、
何
人
も
夙
に
其
の
必
要
を
痛
威
し
、
最
近

朝
鮮
総
督
府
は
、
此
の
三
種
の
目
的
の
矯
め
に
補
助
費
ご
し
て
一
筒
年
約
七
拾
高
圃
を
支
出
す
る
さ
う
で
あ
る
。

時

論

在
満
朝
鮮
人
目
現
献
と
其
白
救
糟
鏡

第
+
九
魯

(
第
六
挽

七
宜

λ
六
七



時

論

在
満
朝
鮮
人
。
現
扶
と
其
の
救
済
策

第
十
九
春

(
第
六
腕

七
穴
)

八
六
八

げ
れ
ど
も
、
右
の
三
大
事
業
に
劃
し
て
は
依
り
に
斡
少
な
る
此
の
補
助
費
を
以
て
し
て
は
、
到
底
太
し
忙
殺
呆
を

望
む
守
】
ご
を
得
な
い
の
は
蛍
然
で
あ
る
が
、
場
合
に
よ
っ

τは
議
期
し
た
数
果
す
ら
牧
む
る
こ
Z
が
出
来
な
い
ー
や

う
な
次
第
で
あ
る
。

抑
も
在
満
朝
鮮
人
は
水
田
の
耕
作
に
従
事
す
る
者
が
多
数
で
ゐ
る
が
、
彼
等
は
殆
ん
ど
ド
ン
底
生
活
古
い
ふ
べ

き
極
め
て
貧
弱
な
る
生
活
を
替
み
、
粒
々
辛
苦
し

τ取
入
れ
た
牧
穫
の
大
部
分
は
、
支
那
人
た
る
地
主
や
高
利
貸

辛
れ
よ
り
牧
稜
時
期
郎
も
秋

ゃ
に
奪
は
れ
、
僅
か
に
剰
し
得
た
る
fZ
ニ
ろ
を
以

τ、
漸
〈
春
三
月
頃
ま
で
凌
ぎ
、

九
月
ま
で
は
再
び
年
十
割
時
Z
し

τは
二
十
割
の
驚
〈
ぺ
き
高
利
を
梯
ふ
て
小
額
の
金
を
借
入
れ
年
中
苦
し
ん
で

ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
其
の
生
活
蚊
態
の
悲
惨
な
る
ニ
ご
推
し
て
知
る
ぺ
し
で
あ
る
。
是
に
於
て
朝
鮮
人
の
保
護

を
目
的
Z
し
て
、
低
利
な
る
農
業
資
金
を
供
給
す
る
金
融
機
関
を
設
け
る
必
要
は
痛
切
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
今

日
朝
鮮
人
の
組
織
す
る
金
融
組
合
は
少
〈
な
い
け
れ
い
い
と
も
、
多
〈
は
偉
業
状
態
不
良
で
ゐ
っ
て
、
其
中
で
業
績
優

良
な
る
も
の
は
、
官
憲
の
悠
滋
後
援
に
よ
っ
て
成
れ
る
安
来
の
金
融
曾
=
間
島
朝
鮮
人
民
曾
附
属
の
金
融
部
位
の

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
此
等
金
融
機
関
に
援
助
を
奥
へ
、
朝
鮮
人
の
農
業
上
に
於
り
る
後
展
を
助
成
す
る
を
目
的

ご
し
て
生
れ
た
筈
で
あ
う
て
‘
朝
鮮
総
督
府
よ
h
-
償
年
参
扮
高
闘
の
補
助
金
を
受
け
っ
、
ゐ
る
束
毘
勧
業
株
式

曾
枇
の
如
き
、
東
部
内
家
古
地
方
に
於
け
る
水
田
の
買
牧
に
資
本
を
回
定
し
た
結
果
、
朝
鮮
人
の
組
織
す
る
金
融

組
合
の
親
機
関
た
る
任
務
を
金
ふ
す
る
を
得
古
る
の
窮
拡
仁
陪
勺
て
ゐ
る
さ
う
で
あ
る
。
奉
天
の
協
務
会
司
の
制



き
も
亦
失
敗
し
て
、
是
亦
目
下
行
詰
り
の
獄
娘
に
あ
る
芭
云
は
れ
て
ゐ
る
。

朝
鮮
人
の
教
育
機
関
ご
し
て
、
長
春
、
銭
嶺
、
奉
天
、
撫
順
、
安
東
等
漏
織
沼
線
の
郡
曾
仁
、
朝
鮮
線
督
府
及

び
滞
銭
よ
h
補
助
金
を
受
〈
る
普
通
皐
校
削
も
尋
常
小
曲
学
校
が
あ
る
。
朝
鮮
総
督
府
は
此
外
奥
地
に
在
る
多
数
の

書
堂
に
も
補
助
金
を
奥
へ
て
ゐ
る
が
、
此
等
の
事
校
も
書
堂
も
説
れ
も
設
備
甚
だ
不
完
全
で
あ
る
さ
う
?
あ
る
。

満
織
が
主
(
の
儲
道
附
属
地
に
居
住
す
る
支
那
人
子
弟
の
数
育
の
勉
め
に
互
額
の
支
出
を
な
し
っ
、
あ
る
に
、
帝
闘

臣
民
た
る
存
満
朝
鮮
人
の
匁
め
に
朝
鮮
総
督
府
の
費
す
ご
こ
λ
僅
か
に
年
額
拾
数
高
固
に
過
ぎ
す
、
支
那
人
に
厚

〈
し
て
朝
鮮
人
に
薄
き
こ
Z
は
、
朝
鮮
人
が
屡
次
不
一
中
の
聾
を
品
目
す
る
所
以
で
あ
る
。

朝
鮮
人
救
療
の
施
設
は
朝
鮮
人
の
頗
る
徳
ご
す
る
ご
こ
ろ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
朝
鮮
鰭
督
府
は
補
助
ご
し
て
年

額
約
武
拾
高
閣
を
支
出
す
る
に
過
ぎ
院
か
ら
、
遺
憾
な
が
ら
不
完
全
を
免
れ
向
。

上
過
す
る
通
h
、
在
満
朝
鮮
人
を
保
護
し
、
支
の
農
業
上
に
於
け
る
畿
展
を
助
長
し
、
生
活
の
安
定
を
奥
ふ
る

ニ
デ
伊
」
目
的
ご
す
る
施
設
は
、
敦
れ
も
不
完
全
不
徹
底
な
る
こ
ご
を
免
れ
ぬ
。
朝
鮮
人
の
踊
一
肱
増
進
の
匁
め
仁

は
、
此
等
施
設
に
大
に
改
善
を
加
へ
、
充
買
を
圃
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
之
に
は

E
額
の
経
費
を
要
L
、
朝
鮮
総
相
官

府
、
外
務
省
、
閲
東
廊
、
満
鑓
等
の
財
政
の
許
吉
ぬ

Z
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
促
h
に
、
朝
鮮
人
問
題
に
最
も
関
係
の

深
い
朝
鮮
総
督
府
に
財
政
上
徐
裕
が
あ
る
ご
す
れ
ば
、
之
を
満
州
奥
地
の
朝
鮮
人
保
護
の
潟
め
に
費
す
よ

h
も、

時
J

諭

在
浦
朝
鮮
人
の
現
批
正
共
四
救
済
策

第
十
九
巻

(
第
六
擁

七
七
)

月、

フミ
九



時
.
諭

在
桶
朝
鮮
人
白
現
抗
と
其
田
救
済
策

第
十
九
巻

(
第
六
椀

七
人
}

入
七

O

寧
ろ
朝
鮮
に
於
り
る
聞
宇
校
の
増
設
、
救
療
機
関
の
旗
張
、
産
業
の
開
後
等
の
資
に
充
て
、

一湖
H
問
仁
を
目
的
さ
す

る
新
政
の
趣
旨
の
徹
底
を
期
す
べ
き
で
ゐ
ら
う
。
然
し
、
私
は
或
る
論
者
の
如
〈
、
在
満
朝
鮮
人
に
謝
す
る
保
護

を
一
切
撤
摩
す
べ

L
Z
い
ふ
の
で
は
な

ν。
夏
に
叉
必
や
し
も
保
護
を
加
ふ
る
は
漏
銭
沿
線
仁
居
住
す
る
者
仁
限

る
〈
し
ご
い
ふ
の
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
今
日
以
上
大
に
在
桶
朝
鮮
人
に
劃
す
る
保
護
の
施
設
を
鏑
張
す
る
ニ

ご
は
、
朝
鮮
綿
督
府
の
現
在
の
財
政
状
態
に
鑑
み
て
不
可
憶
で
あ
る

Z
考
へ
る
か
ら
、

せ
め
て
は
、
現
在
の
経
費

を
以

τ、
金
融
、
数
育
、
救
療
の
飾
設
を
出
来
得
る
限
h
有
数
に
し
、
依
て
以
て
朝
鮮
人
を
し
て
業
の
利
用
の
匁

め
に
自
ら
集
固
的
生
活
を
錯
す
に
至
ら
し
め
、
馬
附
畑
、
不
良
朝
鮮
人
の
危
害
に
劃
す
る
警
察
の
保
護
か
今
日
以
上

仁
行
は
れ
る
や
う
仁
し
た
U
も
の
で
あ
る
ご
考
へ
る
の
で
め
る
。
新
〈
云
へ
ば
Z
て
、
私
は
現
状
に
満
足
し

τ可

な
b
ご
い
ふ
の
で
は
決
し
て
な
い
o

在
満
朝
鮮
人
の
安
寧
卒
頑
の
進
捗
の
潟
め
仁
潟
さ
ね
ば
な
ら
泊
し
、
且
つ
財

政
問
題
に
閥
係
な
〈
矯
し
得
る
ニ
ご
が
色
々
あ
る
古
思
ふ
が
、
左
に
共
の
重
要
な
る
一
一
一
一
一
駄
に
つ
き
て
卑
見
を
遁

べ
て
み
た
い
。

四

今
日
在
満
朝
鮮
人
に
劃
す
る
施
設
の
街
に
賞
品
機
闘
が
四
つ
ゐ
っ
て
、
多
頭
政
治
の
弊
め
る
を
兎
れ
ぬ
o

例
を

車
中
げ
て
一
五
へ
ば
、
教
育
に
は
朝
鮮
綿
督
府
己
満
鍛
ご
が
関
係
し
、
警
察
官
に
は
外
務
省
に
属
す
る
者
古
関
東
風
に

属
す
る
者
E
が
あ
ち
、
金
融
施
設
に
後
援
を
奥
よ
る
も
の
に
は
朝
鮮
総
督
府
も
あ
れ
ば
外
務
省
も
あ
る
。
在
高
酬
朝



鮮
人
問
題
に
関
し
て
曾
議
を
関
〈
ご
き
は
、
朝
鮮
総
督
府
外
務
省
関
束
撤
満
織
の
代
表
者
が
出
席
す
る
や
う
な
失

第
で
あ
る
か
ら
、
紬
頭
多
〈

L
て
般
を
山
に
乗
せ
上
げ
る
漢
が
あ
る
o

四
頭
政
治
の
行
は
る
、
が
治
め
、
自
然
封

朝
鮮
人
政
策
仁
闘
し
て
統
一
を
敏
ぎ
、
封
内
的
に
も
封
外
的
に
も
不
利
が
少
〈
な
い
。
大
に
改
善
を
加
ふ
る
徐
地

が
あ
る
ご
信
す
る
。

第
二
仏
在
満
明
鮮
人
の
蹄
化
に
関
す
る
問
題
で
ゐ
る
。
現
在
の
ご
こ
ろ
、
我
が
在
満
警
察
官
は
至
っ
て
手
不
足

の
絡
め
、
到
底
奥
地
に
在
る
朝
鮮
人
を
保
護
す
る
カ
が
な
い
が
、

き
り

E
て
、
上
惑
す
る
通
h
、
大
に
警
察
官
の

教
を
増
加
し
、
完
全
な
る
保
護
を
加
へ
る
こ
ご
は
不
可
能
事
で
ゐ
る
か
ら
、
朝
鮮
人
の
保
護
は
支
那
官
憲
に
委
ね

ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
H

と
も
、
朝
鮮
人
は
我
闘
の
保
護
を
仰
「
こ
芭
が
出
来
ぬ
上
に
、
日
本
人
た
る
の
故
を
以
て
満
州

仁
於
て
、
土
地
所
有
を
始
時
農
業
を
替
む
に
必
要
な
る
権
利
を
享
有
す
る
こ
ご
が
出
来
す
、
不
安
な
品
生
活
士
替

め
ば
、
共
の
結
果
不
良
朝
鮮
人
の
仲
間
入
を
す
る
者
が
輩
出
す
る
こ
ご
に
な
h
は
す
ま
い
か
。
私
は
在
満
朝
鮮
人

一
般
の
安
寧
辛
頑
の
錦
め
に
、

一
部
朝
鮮
人
の
希
望
す
る
が
如
〈
、
支
那
に
腸
化
L
、
我
が
園
籍
を
喪
失
す
る
こ

ご
を
認
め
る
こ
さ
に
し
て
は
如
何
う
か

Z
思
品
。
も
っ
さ
も
、
朝
鮮
人
が
支
那
に
腐
化
し
て
支
那
図
民
正
な
る

瞬
、
彼
等
の
生
命
財
産
仁
詩
す
る
支
那
{
局
窓
の
保
護
は
頼
む
に
足
ら
ぬ
か
ら
、
腸
化
す
る
者
は
蓋
し
極
的
て
少
数

で
あ
ら
う
ご
云
ふ
者
も
あ
か
。
り
れ
ど
も
、
師
牝
す
れ
ば
、
支
那
官
憲
の
保
護
は
日
本
人
た
る
今
日
以
上
に
行
は

れ
る
で
ゐ
ら
う

L
、
生
活
の
安
定
に
必
要
な
る
上
記
の
権
利
も
享
有
し
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
必
子
し
も
論
者
の

時

論

在
満
朝
鮮
人
白
現
駄
と
其
白
救
済
策

第
十
九
巻

(
第
六
親

七
九
)

" じ



時

論

志
満
朝
鮮
人
目
現
献
と
其
田
救
済
策

第
十
九
巻

(
第
六
現

λ
O
)
 

八
七

云
ふ
が
如
〈
で
は
な
い
Z
考
へ
る
。

一
歩
を
譲
h
、
論
者
の
云
ふ
通
り
極
め
て
少
数
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
で

良
い
で
は
な
い
か
。
私
は
兎
に
角
朝
鮮
人
の
矯
め
に
生
活
の
安
定
を
得
る
途
を
闘
い
て
置
き
た
い
も
の
で
あ
る
さ

考
へ
る
。
我
が
官
憲
の
中
じ
は
、
朝
鮮
人
仁
蹄
化
に
よ
る
闘
籍
喪
失
を
認
な
る
時
は
、
恐
ら
〈
不
良
鮮
人
が
之
を

利
用
し
、
濁
立
運
動
の
取
締
上
不
利
不
便
を
戚
宇
る
こ

Z
多
vq
で
あ
ら
う
ご
一
式
ふ
者
も
あ
る
け
れ
左
も
、
比
の
不

利
盆
よ
り
も
、
蹄
化
に
よ
っ
て
在
満
朝
鮮
人
に
生
活
の
安
定
を
奥
へ
、
狗
立
運
動
の
気
勢
を
衰
へ
し
む
る
利
盆
の

方
が
透
か
に
大
き
〈
は
ゐ
る
ま
い
か
。

最
殺
に
論
じ
た
い
の
は
南
一
満
州
に
於
げ
る
土
地
商
租
問
題
の
解
決
で
ゐ
る
。
多
数
の
朝
鮮
人
は
支
那
人
が
久
し

(
遺
棄
し
て
顧
み
な
か
ヲ
化
、
満
州
に
於
け
る
河
川
附
逗
の
卑
線
の
地
を
開
拓
し
、
米
作
に
従
事
し
っ
、
ゐ
っ
た

の
で
あ
る
が
、
彼
等
は
甚
だ
不
確
賞
な
る
事
情
の
下
仁
小
作
す
る
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
、
地
主
た
る
支
那
人
は
遅
年
水

田
耕
作
の
有
利
な
る
を
知
る
に
及
び
、
朝
鮮
人
を
放
逐
し
て
土
地
を
取
上
げ
る
こ
=
が
少
〈
な
い
。
そ
こ
で
朝
鮮

人
は
生
活
の
安
定
を
矢
ひ
、
共
の
窮
紋
甚
だ
憐
む
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
彼
等
を
し
て
安
ん
じ
て
其
業

に
従
事
せ
し
む
る
に
は
‘
土
地
商
租
権
を
確
立
す
る
こ
さ
が
一
策
で
あ
る
さ
思
は
れ
る
。

抑
も
大
正
四
年
五
月
日
支
交
渉
の
結
果
成
立
せ
る
南
満
州
及
び
東
部
内
楽
古
に
闘
す
る
傑
約
第
二
僚
に
よ

h

「
日
本
国
臣
民
川
市
満
州
-
一
於
ア
各
積
商
工
業
上
ノ
建
物
ヲ
建
設
1

F

震
又
ρ

農
業
ヲ
経
轡
月

w
銭
ニ
必
要
ナ
戸

土
地
ヲ
商
粗
A

Y

つ
ト
ヲ
得
」
其
の
第
三
保
に
よ
り
「
日
本
国
臣
民
ρ

南
部
州
-
一
於
ア
向
由
エ
居
住
往
来

v
各
穣



ノ
商
工
業
其
他
ノ
業
務
-
一
従
事
1

戸
コ
ト
ヲ
得
」
る
ニ
ご
に
な
っ
た
。
然
る
ご
こ
ろ
、
嘗
時
支
那
官
憲
は
五
月
七

日
の
最
後
退
牒
に
よ
っ
て
擦
な
ぐ
我
が
政
府
の
要
求
を
感
諾

L
た
の
で
ゐ
っ
て
、
詞
は
ゆ
る
脅
迫
に
よ
っ
て
成
れ

る
屈
辱
的
僚
約
で
め
る
か
ら
、
出
来
る
だ
り
其
の
寅
行
を
阻
硯
し
、
主
(
の
目
的
を
滅
却
せ
ん
ど

L
て
、
保
約
締
結

後
聞
も
な
〈
、
我
が
政
府
仁
無
交
渉
で
「
商
租
地
畝
泊
知
」
を
頒
布
し
、
且
つ
奉
天
省
諮
陽
脈
等
に
於

τは
大
正
十

年
十
二
月
に
至
り
不
蛍
且
苛
酷
な
る
「
商
租
納
課
傑
例
」
な
る
も
の
を
後
布
し
た
。
我
が
政
府
は
勿
論
此
等
支
那
官

憲
が
勝
手
に
作
っ
た
商
租
に
閲
す
る
規
則
を
承
認
せ
す
、
商
租
施
行
細
則
を
協
定
せ
ん
ご
し

τ交
渉
を
試
み
た
け

れ
ピ
」
も
、
支
那
官
憲
は
何
ご
か
か
Z
か
日
寅
を
設
け
て
之
に
感
性
歩
、
今
日
向
未
解
決
り
朕
践
に
在
る
の
で
あ

る。
今
日
日
支
雨
闘
人
聞
に
商
積
契
約
が
寅
際
行
は
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
多
〈
は
支
那
官
憲
に
劃
L
て
何
等
の
手

緩
き
も
し
な
い
。
た
ャ
商
租
の
目
的
た
る
土
地
所
在
地
方
の
帝
岡
領
事
館
に
於
て
契
約
の
認
設
を
得
る
の
み
に
止

め
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
是
は
全
く
鷹
念
的
の
慮
置
に
過
ぎ
凶
。
是
非
ご
も
逗
主
将
来
に
於
て
商
租
問
題
を
日
支

雨
圃
聞
に
板
本
的
に
解
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
o

然
ら
中
ん
ぱ
、
満
州
に
在
る
内
地
人
を
始
め
朝
鮮
人
は
、

折
角
大
正
四
年
の
日
支
傑
約
に
よ
h
て
得
た
る
商
租
権
を
利
用
す
る
よ
ご
が
出
来
的
制
か
ら
、
満
州
の
開
畿
の
如
き

は
一
お
ふ
べ
ぐ
し
て
行
ふ
べ
か
ら
や
，
、
米
闘
に
劣
ら
ぬ
極
東
の
大
賞
庫
を
た
い
指
を
街
へ
て
眺
め
る
ば
か

h
で
あ
ら

ぅ。

時

論

在
満
朝
鮮
人
白
羽
扱
と
其
の
救
済
錠

第
十
九
巻

〔
第
六
腕

凡

) 
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時

前

在
浦
朝
鮮
人
の
現
扶
と
其
白
救
済
策

第
十
九
巻
(
第
六
貌

j¥ 

) 

入
七
回

支
那
官
憲
を
し
て
商
租
問
題
の
解
決
に
同
意
せ
し
め
、

日
本
人
に
有
利
な
る
商
和
施
行
細
則
を
協
定
せ

L
む
る

に
は
、
叫
た
い
正
而
か
も
大
正
四
年
の
日
支
傑
約
の
履
行
を
迫
ま
る
の
み
で
は
駄
目
で
あ
る
。
支
那
官
憲
自
身
に
は

排
日
思
想
が
な
〈
、
大
正
四
年
の
日
支
保
約
を
忠
賓
に
履
行
す
る
の
誠
意
が
ゐ
る
ご
し
て
も
、
彼
等
は
図
権
回
復

を
叫
ぶ
輿
論

ωカ
e

皆
無
鵡
す
る
こ
己
は
出
来
的
刷
。
我
闘
の
要
求
を
磨
れ
る
仁
は
、
何
か
交
換
俊
件
を
持
ち
出
し
て

輿
論
を
緩
和
す
る
の
策
が
な
げ
ら
ね
ば
な
る
ま
い

L
、
他
方
我
国
正
し
て
も
，
大
正
四
年
の
日
支
僚
約
中
の
商
租

に
閲
す
る
規
定
に
ぬ
非
常
仁
大
な
る
快
陥
が
あ
る
か
ら
、
無
僚
件
で
之
に
関
す
る
我
闘
の
主
張
を
容
認
せ
七
む
る

ニ
芭
は
困
難
で
あ
ら
う
か
ら
、
交
換
脇
陣
件
Z
し
て
満
州
に
於
け
る
領
事
裁
判
檎
の
撤
摩
を
提
議
し
て
は
如
何
う
で

あ
ら
う
(
東
部
内
家
古
に
於
て
は
、
大
正
四
年
の
日
支
傑
約
第
四
僚
に
よ
り
日
本
人
は
支
那
人
吉
合
排
に
よ
り
農

業
及
附
随
工
業
を
経
倍
す
る
様
利
を
得
花
の
で
あ
る
が
、
此
ゆ
令
枇
刑
事
業
も
南
満
州
に
於
り
る
商
租
同
様
未

r賞

行
す
る
こ
芭
が
出
来
ぬ
扶
態
に
あ
っ
て
、
此
の
問
題
の
解
決
の
錦
め
じ
は
東
部
内
栄
占
に
於
け
る
領
事
裁
判
権
撤

康
が
矢
張
問
題
ご
な
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
b
、
之
は
在
浦
朝
鮮
人
に
は
賞
際
土
殆
ん
ど
杢
〈
関
係
の
な
V
こ
Z
で

あ
る
か
ら
、
誌
に
論
中
る
こ
芭
を
避
け
る
)
。
此
事
に
就
て
は
、
在
は
先
般
東
京
の
報
知
新
聞
紙
上
に
於
て
可
な

り
詳
細
に
論
じ
た
か
ら
、
弦
に
は
筒
短
に
卑
見
の
一
端
を
鶏
ペ
る
こ
ご
に
し
た
い
。

五

支
那
に
於
り
る
図
様
阿
復
運
動
は
由
来
す
る
ご
こ
ろ
久
し
い
が
、
同
じ
〈
欧
米
諸
闘
の
潟
め
闘
権
を
践
附
せ
ら



れ
、
其
の
回
復
の
須
め
に
多
年
悪
戦
苦
闘
し
た
吾
々
日
本
人
は
、
支
那
人
の
此
の
運
動
に
劃
し
て
決
し
て
冷
淡
で

な
か
っ
允
o
領
事
裁
判
楳
撤
廃
に
閲
し
て
は
、
明
治
一
二
十
六
年
十
月
の
追
加
日
支
通
商
航
海
保
約
第
十
一
僚
を
以

て

清
閤
政
府
山
並
(
ノ
司
法
制
度
ヲ
改
正
γ
ア
日
本
悶
及
西
洋
各
図
ノ
制
度
-
一
適
合
セ
U

ム
ル
コ
ト
ヲ
熱
望
ス
Y

ヲ

以
ア
日
本
園
川
右
改
荘
ニ
封

v
一
切
ノ
援
助
ヲ
奥
プ
へ
キ
ヨ
ト
ヲ
約

v
旦
清
図
法
律
ノ
朕
銭
其
ノ
骨
時
計
ノ
設
備

及
其
他
ノ
要
件
ユ
ジ
テ
日
本
図
カ
満
足
ヲ
表
λ

戸
ト
キ
川
主
(
ノ
治
外
法
機
ヲ
徹
厳
1

y

ニ
帰
路
セ
サ
U
Y

へ
V

Z
啓
明
L
、
大
正
四
年
の
円
支
俊
約
を
以
て
、
真
に
南
満
州
に
闘
し
て
領
事
裁
判
離
の
撤
廃
を
約
し
た
。
蓋
し

同
僚
約
第
二
僚
及
び
第
三
保
じ
よ
っ
て
、

日
本
人
が
陶
満
州
に
於
て
内
地
雑
居
を
な

L
、
各
組
の
商
工
業
及
び
共

他
の
業
務
仁
従
事
す
る
こ
ご
を
得
、
且
つ
商
工
業
上
の
建
物
を
建
設
す
る
震
叉
は
農
業
を
経
倍
す
る
潟
め
に
必
要

な
る
土
地
を
商
租
し
得
る
に
も
拘
は
ら
十
、
南
満
州
に
於
て
支
那
の
警
察
権
や
裁
判
様
に
服
せ
ぬ
-
』
古
は
、
支
那
u

に
取
っ
て
甚
だ
不
利
で
あ
っ
て
、
支
那
人
の
忍
ぶ
能
は

3
る
ご
こ
ろ
で
ゐ
ら
う
o

そ
ニ
で
、
同
僚
約
第
五
僚
に
よ

h
，
、
日
本
人
は
支
那
の
警
察
棋
に
服
し
、
民
刑
訴
訟
は
日
本
人
が
被
告
た
る
場
合
に
は
日
本
領
事
館
に
於
て
、
支

那
人
が
被
告
た
る
場
合
に
は
支
那
官
憲
に
於
て
之
を
審
判
す
る
こ
己
、
し
、
土
地
に
閲
す
る
円
支
雨
図
民
閉
じ
於

け
る
民
事
訴
訟
は
、
支
那
の
法
律
及
び
地
方
慣
習
に
よ
り
て
共
同
に
審
判
せ
じ
め
、
時
間
古
都
市
満
州
に
司
法
制
度
が

完
全
に
改
良
せ
ら
る
、
時
は
、
日
本
人
に
閥
す
る
一
切
の
民
刑
訴
諮
は
完
全
に
支
那
の
裁
判
確
に
服
す
べ
き
も
の

在
漏
朝
鮮
人
の
現
献
と
其
由
軸
興
策

時

諭

第
十
九
巻

(
第
六
抗

λ
三
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時

論

在
満
朝
鮮
人
目
現
欣
・
と
比
百
四
救
済
策

第
十
九
巻

(
第
六
税
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四
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Z
し
た
の
で
ゐ
る
o

従
っ
て
我
闘
に
取
っ

t
は
、
領
事
裁
判
権
の
撤
廃
は
決
し
て
新
し
い
問
題
で
は
な
く
、
た
い

阪
仁
支
那
に
約
す
る
ご
こ
ろ
を
何
時
寅
行
す
る
か
の
問
題
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。

惟
ふ
仁
支
那
の
岡
確
回
復
運
動
は
年
を
逗
F
A

て
品
川
雄
に
な
っ
た
。
グ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
曾
議
に
於

τは
、
支
那

金
権
は
領
事
裁
判
権
の
撤
騒
を
七
筒
僚
よ
ふ
り
成
品
図
民
的
希
望
の
一
に
数
へ
、
事
府
曾
議
じ
も
岡
稀
の
希
望
を
提

出
し
た
。
今
次
の
内
飢
勃
後
前
、
謂
は
同
叩
る
封
等
倹
約
で
め
る
露
支
協
定
の
一
締
結
に
刺
激
せ
ら
れ
て
、
反
帝
闘
主

義
的
運
動
大
聯
盟
が
成
立
し
、
不
費
等
倹
約
庭
菜
の
叫
ぴ
が
愛
せ
ら
れ
た
o

内
乱
の
矯
め
目
下
此
の
運
動
は
中
止

ご
な
っ
て
ゐ
る
け
れ

E
も
、
乱
治
ま
る
暁
に
は
再
燃
す
る
で
あ
ら
う
o

領
事
裁
判
権

ω徹
底
は
正
嘗
の
要
求
で
あ

h
J
、
且
早
晩
質
行
せ
ね
ば
な
ら
必
も
の
で
あ
る
以
上
、
我
図
は
例
に
よ
っ
て
例
の
如
く
、
其
際
列
国
仁
追
従

L

て
、
特
権
拠
棄
に
謝
し
何
等
支
那
人
の
成
謝
を
廊
も
得
ぬ
こ
己
は
迂
恐
極
ま
っ
た
こ
ご
で
ゐ
る
ご
云
は
ね
ば
な
ら

向
。
若
仁
領
事
裁
判
権
撤
摩
が
商
租
問
題
解
決
の
手
段
己
な
与
、

日
本
人
の
南
満
州
に
於
け
る
経
済
的
後
展
の
第

一
要
件
た
る
大
正
四
年
の
日
支
倹
約
第
二
傑
及
び
第
三
僚
に
規
定
す
る
樺
利
を
活
か
す
方
便
己
な
る
見
込
が
あ
る

な
ら
ば
、
交
換
傑
件
ご
し
て
之
を
提
議
し
て
は
如
何
う
で
あ
ら
う
。

或
は
南
満
州
の
司
法
制
度
り
現
情
は
邸
時
撤
廃
を
許
3
ぬ
ご
し
し
之
に
反
動
す
る
者
も
ゐ
ら
う
り
れ
け
と
も
|
|

在
涌
内
地
人
の
中
に
は
、
現
在
の
奉
天
省
に
於
け
る
法
律
司
法
制
度
は
頗
る
整
ひ
、
支
那
会
闘
中
他
に
其
比
を
見

5
る
程
充
貸
し
進
歩
し
て
ゐ
る
ご
云
ム
者
も
あ
る

1
i或
る
短
き
期
間
を
定
め
英
間
支
那
官
憲
を
し
て
法
律
司
法



制
度
の
改
善
に
努
め

I
め
、
我
国
も
栂
カ
之
を
援
助
し
て
、
然
る
後
賞
行
す
る
こ

Z
に
し
て
は
如
何
。
新
〈
し
た

か
ら
=
て
向
完
全
を
期
L
難
い
で
は
ゐ
ら
ヲ
け
れ
ど
も
、
大
正
四
年
の
日
支
俊
約
第
二
僚
及
び
第
三
僚
の
規
定
が

日
本
人
が
南
満
州
に
於

τ内
地
雑
居
を
な
し
、
土
地
商
祖
権
を
刺
用
L
得
る
に
は
、

支
那
の
裁
判
権
に
服
す
る
に
よ
っ
て
生
千
ぺ
き
多
少
の
不
利
位
は
忍
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
南
揃
州
に
在
る
内
地
人
多

一
日
も
早
(
質
行
せ
ら
れ
、

数
は
、
彼
等
の
経
済
的
馳
世
間
胤
の
匁
め
に
恐
ら
く
異
議
を
唱
へ
な
い
で
あ
ら
う
。
朝
鮮
人
に
至
つ
て
は
、
間
島
に
開

す
る
明
治
問
十
二
年
の
日
支
傑
約
第
四
僚
に
よ
り
、
闘
例
江
北
地
方
雑
居
匝
域
内
墾
地
居
住
の
岩
は
支
那
の
法
権

に
服
従
し
、
支
那
地
方
官
の
管
轄
裁
判
に
婦

L
、
支
那
官
憲
に
よ
っ
て
支
那
人
ご
同
様
に
待
遇
せ
ら
る
、
ニ
ピ
に

な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
南
満
州
に
於
て
内
地
雑
居
を
許
さ
れ
、
支
那
人
ご
軒
を
並
べ

τ農
業
を
替
む
に
も

拘
は
ら
中
、
隣
人
た
る
支
那
人
吉
会
〈
別
種
の
待
遇
ぞ
受
〈
る
が
如
き
こ
ど
は
・
葦

L
彼
等
の
要
求
す
る
ご
こ
ろ

で
は
あ
る
ま
い
。

終
に
臨
み
繰
返
し
て
云
ふ
♂
在
尚
朝
鮮
人
を
し
て
不
良
明
鮮
人
の
誘
惑
に
迷
は

L
め
争
、
善
良
な
る
日
本
常
岡

自
民
た
ら
し
か
る
に
は
、
彼
等
に
生
活
の
安
定
金
奥
ふ
る
こ

Z
が
念
務
で
ゐ
る
。
毛
し
て
生
活
の
安
定
を
奥
ふ
る

一
の
有
力
な
る
手
段
は
、
彼
等
を
し
て
雨
前
州
に
於
て
土
地
を
商
租
L
、
安
全
に
農
業
に
従
事
せ

L
む
る
こ
ご
に

あ
る
の
で
あ
る
。

時

前

在
渦
朝
鮮
人
の
現
恥
&
其
の
救
済
抜
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